
改
正
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
概
要

平
成
２
０
年
３
月

農
林
水
産
省
総
合
食
料
局

食
品
産
業
企
画
課
食
品
環
境
対
策
室
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食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
理
念

○
食
品
に
係
る
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保

肥
料
・
飼
料
等
へ
の
再
生
利
用
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

熱
回
収

○
食
品
に
係
る
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制

発
生
抑
制
の
優
先
的
実
施
、

減
量
（
脱
水
に
よ
る
最
終
処
分
負
担
等
の
低
減
）

《
法
第
１
条
の
目
的
規
定
よ
り
》

以
上
を
推
進
し
、
循
環
型
社
会

循
環
型
社
会

循
環
型
社
会

循
環
型
社
会
の ののの
構
築

構
築
構
築

構
築
に ににに
資 資資資
す
る
す
る
す
る
す
る
。

こ
の
た
め
、
①
食
品
産
業
の
特
性
や
②
特
定
肥
飼

料
等
の
利
用
の
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を

一
体
的
に
講
じ
る
。

以
上
を
推
進
し
、
循
環
型
社
会

循
環
型
社
会

循
環
型
社
会

循
環
型
社
会
の ののの
構
築

構
築
構
築

構
築
に ににに
資 資資資
す
る
す
る
す
る
す
る
。

こ
の
た
め
、
①
食
品
産
業
の
特
性
や
②
特
定
肥
飼

料
等
の
利
用
の
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を

一
体
的
に
講
じ
る
。
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「
食
品
関
連
事
業
者
」
、
「
食
品
廃
棄
物
等
」
、
「
再
生
利
用
等
」
の
定
義
等

改
正
前
の
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
概
要

第
一
章

総
則
（
法
の
目
的
、
定
義
）

第
二
章

基
本
方
針
等
（
基
本
方
針
、
関
係
者
の
責
務
）

実
施
率
目
標
を
含
む
「
基
本
方
針
」
の
策
定
等

第
三
章

食
品
関
連
事
業
者
の
再
生
利
用
等
の
実
施

判
断
基
準
の
策
定
、
主
務
大
臣
の
権
限
（
指
導
助
言
、
勧
告
命
令
）
等

廃
棄
物
処
理
法
、
肥
料
取
締
法
、
飼
料
安
全
法
の
特
例
等

第
四
章

登
録
再
生
利
用
事
業
者

第
五
章

再
生
利
用
事
業
計
画

第
六
章

雑
則
（
他
法
の
特
例
、
報
告
徴
収
･
立
入
検
査
、
主
務
大
臣
等
）

第
七
章

罰
則
（
該
当
行
為
と
金
額
）
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法
改
正
に
至
る
経
緯

・
法
令
に
「
５
年
毎
の
見
直
し
」
が
規
定
。

・
審
議
会
を
設
置
し
て
議
論
、
と
り
ま
と
め
。

・
改
正
法
案
を
国
会
に
提
出
、
成
立
。

・
法
令
に
「
５
年
毎
の
見
直
し
」
が
規
定
。

・
審
議
会
を
設
置
し
て
議
論
、
と
り
ま
と
め
。

・
改
正
法
案
を
国
会
に
提
出
、
成
立
。

食
農
審

食
農
審

食
農
審

食
農
審

の ののの
下 下下下
に ににに
食
品

食
品

食
品

食
品

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

小
委
員
会

小
委
員
会

小
委
員
会

小
委
員
会

設
置

設
置

設
置

設
置

平
成
１
７
年
１
０
月

平
成
１
８
年
８
月

中
環
審

中
環
審

中
環
審

中
環
審

の ののの
下 下下下
に ににに
食
品

食
品

食
品

食
品

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

専
門
委
員
会

専
門
委
員
会

専
門
委
員
会

専
門
委
員
会

設
置

設
置

設
置

設
置

平
成
１
８
年
９
月

食
農
審

食
農
審

食
農
審

食
農
審

と ととと
中
環
審

中
環
審

中
環
審

中
環
審

の ののの
合
同
審
議

合
同
審
議

合
同
審
議

合
同
審
議

を ををを
開
始

開
始

開
始

開
始

平
成
１
８
年
１
２
月

両
審
議
会

両
審
議
会

両
審
議
会

両
審
議
会

が ががが
共
同

共
同

共
同

共
同

で ででで
報
告

報
告

報
告

報
告

を
と
り
ま
と
め

を
と
り
ま
と
め

を
と
り
ま
と
め

を
と
り
ま
と
め

平
成
１
９
年
３
月

食
品

食
品

食
品

食
品

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

法
改
正
法
案

法
改
正
法
案

法
改
正
法
案

法
改
正
法
案

を ををを
閣
議
決
定

閣
議
決
定

閣
議
決
定

閣
議
決
定

平
成
１
９
年
５
月

衆
院

衆
院

衆
院

衆
院

で ででで
改
正
法
案

改
正
法
案

改
正
法
案

改
正
法
案

を ををを
審
議

審
議

審
議

審
議

、 、、、
衆
院
通
過

衆
院
通
過

衆
院
通
過

衆
院
通
過

平
成
１
９
年
６
月

参
院

参
院

参
院

参
院

で ででで
改
正
法
案

改
正
法
案

改
正
法
案

改
正
法
案

を ををを
審
議

審
議

審
議

審
議

、 、、、
可
決
成
立

可
決
成
立

可
決
成
立

可
決
成
立

（ （（（
６ ６６６
日 日日日
） ）））

平
成
１
９
年
６
月

改
正
法
公
布

改
正
法
公
布

改
正
法
公
布

改
正
法
公
布

、 、、、
一
部
施
行

一
部
施
行

一
部
施
行

一
部
施
行

（ （（（
１
３

１
３

１
３

１
３

日 日日日
） ）））

平
成
１
９
年
１
２
月

改
正
法
施
行

改
正
法
施
行

改
正
法
施
行

改
正
法
施
行

（ （（（
１ １１１
日 日日日
） ）））



4

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
改
正
の
背
景

今
回
の
法
改
正
の
背
景
：食
品
関
連
事
業
者
の
取
組
に
格
差
（特
に
食
品
流
通
の
川
下
の

事
業
者
（
小
売
・外
食
）の
取
組
が
進
ん
で
い
な
い
）

・
多
店
舗

・
少
量
排

出
の
た

め
処
理
コ

ス
ト
が

か
か
る

・
性
状
・

品
質
が
不

均
一
で

異
物
混
入

の
リ
ス

ク
が
高
い

等

改
正

改
正

改
正

改
正

の ののの
方
向

方
向

方
向

方
向

： ：：：
食
品
関
連
事
業
者
（
特
に
川
下
（食
品
小
売
業
、
外
食
産
業
）の
事
業
者
）

に
対
す
る
指
導
監
督
の
強
化
と
取
組
の
円
滑
化
措
置

食
品
小
売
業

食
品
小
売
業

食
品
小
売
業

食
品
小
売
業
や ややや
外
食
産
業

外
食
産
業

外
食
産
業

外
食
産
業
の ののの
実
施

実
施
実
施

実
施

率
目
標

率
目
標

率
目
標

率
目
標
の ののの
達
成
者
割
合
約

達
成
者
割
合
約

達
成
者
割
合
約

達
成
者
割
合
約
１
３
１
３
１
３
１
３
％ ％％％

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

に ににに
対 対対対
す
る

す
る

す
る

す
る

指 指指指
導
監
督

導
監
督

導
監
督

導
監
督

の ののの
強
化

強
化

強
化

強
化

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者
の ののの
取
組

取
組
取
組

取
組
の ののの
円
滑
化

円
滑
化

円
滑
化

円
滑
化

◆ ◆◆◆
定

期
報

告
義

務
定

期
報

告
義

務
定

期
報

告
義

務
定

期
報

告
義

務
の ののの

創
設

創
設

創
設

創
設

◆ ◆◆◆
食

品
関

連
事

業
者

食
品

関
連

事
業

者
食

品
関

連
事

業
者

食
品

関
連

事
業

者
の

あ
り

の
あ

り
の

あ
り

の
あ

り
方 方方方

（
F
C
事
業
者
の
位
置
付
け
）

◆ ◆◆◆
再
生
利
用
事
業
計
画

再
生
利
用
事
業
計
画

再
生
利
用
事
業
計
画

再
生
利
用
事
業
計
画
の ののの
認
定
制
度

認
定
制
度

認
定
制
度

認
定
制
度
の ののの
見
直

見
直

見
直

見
直
し ししし

そ
の

そ
の

そ
の

そ
の

他 他他他
： ：：：

◆
再

生
利

用
等

に
「

熱
回

収
」

を
追

加

◆
「

中
央

環
境

審
議

会
」

の
追

加
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法
改
正
の
概
要
《
条
文
番
号
順
》

○ ○○○
「 「「「
再
生

利
用
等

再
生

利
用
等

再
生

利
用
等

再
生

利
用
等

」 」」」
に ににに
熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収

を ををを
追
加

追
加

追
加

追
加

（ （（（
第 第第第
２ ２２２
条
他

条
他

条
他

条
他

） ）））

○ ○○○
意
見

意
見

意
見

意
見

を ををを
聴 聴聴聴
く くくく
審
議

会
審
議

会
審
議

会
審
議

会
に ににに
中
央

環
境
審
議

会
中
央

環
境
審
議

会
中
央

環
境
審
議

会
中
央

環
境
審
議

会
を ををを
追
加

追
加

追
加

追
加

（ （（（
第 第第第
３ ３３３
条

第
条

第
条

第
条

第
3
項 項項項
、 、、、

第 第第第
７ ７７７
条
第

条
第

条
第

条
第

３ ３３３
項
及

項
及

項
及

項
及

び びびび
第 第第第
1
0
条
第

条
第

条
第

条
第

３ ３３３
項 項項項
） ）））

○ ○○○
食
品
廃

棄
物
等

食
品
廃

棄
物
等

食
品
廃

棄
物
等

食
品
廃

棄
物
等

の ののの
発
生
量

発
生
量

発
生
量

発
生
量

が ががが
一
定
規
模

以
上

一
定
規
模

以
上

一
定
規
模

以
上

一
定
規
模

以
上

の ののの
事

業
者

事
業
者

事
業
者

事
業
者

に ににに
毎
年

毎
年

毎
年

毎
年

、 、、、
定

期
報
告

定
期
報
告

定
期
報
告

定
期
報
告

を ををを
行 行行行
う ううう
義
務

義
務

義
務

義
務

を ををを
創
設

創
設

創
設

創
設

（ （（（
第 第第第
９ ９９９
条
他

条
他

条
他

条
他

） ）））

○ ○○○
F
C
事

業
事

業
事

業
事

業
を ををを
行 行行行
う ううう
事

業
者

事
業
者

事
業
者

事
業
者

の ののの
食

品
廃
棄
物

等
発
生
量

食
品
廃
棄
物

等
発
生
量

食
品
廃
棄
物

等
発
生
量

食
品
廃
棄
物

等
発
生
量

は ははは
、 、、、

加
盟
者
分

加
盟
者
分

加
盟
者
分

加
盟
者
分

を ををを
含 含含含
め めめめ
判

定
判

定
判

定
判

定
（ （（（
第 第第第
９ ９９９

条
第

条
第

条
第

条
第

２ ２２２
項 項項項

） ）））

○ ○○○
再
生
利

用
事
業
計

画
再
生
利

用
事
業
計

画
再
生
利

用
事
業
計

画
再
生
利

用
事
業
計

画
の ののの
認
定

要
件

認
定

要
件

認
定

要
件

認
定

要
件

の ののの
追

加
追

加
追

加
追

加
（ （（（
第 第第第
１
９

１
９

１
９

１
９

条
及

条
及

条
及

条
及

び びびび
２

０
２

０
２

０
２

０
条
他

条
他

条
他

条
他

） ）））

○ ○○○
再
生
利

用
事
業
計

画
再
生
利

用
事
業
計

画
再
生
利

用
事
業
計

画
再
生
利

用
事
業
計

画
の ののの
認
定

認
定

認
定

認
定

に ににに
伴 伴伴伴
う ううう
廃

棄
物
処
理

法
廃

棄
物
処
理

法
廃

棄
物
処
理

法
廃

棄
物
処
理

法
の ののの

特
例

特
例

特
例

特
例

の ののの
拡

大
拡

大
拡

大
拡

大
（ （（（
第 第第第
２

１
２

１
２

１
２

１
条
第

条
第

条
第

条
第

２ ２２２
項
及

項
及

項
及

項
及

び びびび
第 第第第

３ ３３３
項 項項項
） ）））
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再
生
利
用
事
業
計
画
の
見
直
し
①

新
制
度
の
解
説
①

（
第
1
9
条
～
2
１
条
関

連
）

再
生
利
用

事
業
計
画

再
生
利
用

事
業
計
画

再
生
利
用

事
業
計
画

再
生
利
用

事
業
計
画

の ののの
認
定

認
定

認
定

認
定

を ををを
求 求求求
め
る

め
る

め
る

め
る

場
合

場
合

場
合

場
合

は ははは
、 、、、
従

来
従

来
従

来
従

来
の ののの

要
件

要
件

要
件

要
件

に ににに
加 加加加
え えええ

、 、、、
① ①①①
特
定

農
畜
水
産

物
等

特
定

農
畜
水
産

物
等

特
定

農
畜
水
産

物
等

特
定

農
畜
水
産

物
等

の ののの
食

品
関
連
事

業
者

食
品
関
連
事

業
者

食
品
関
連
事

業
者

食
品
関
連
事

業
者

に
よ
る

に
よ
る

に
よ
る

に
よ
る

利
用

利
用

利
用

利
用

に ににに
関 関関関
す
る

す
る

す
る

す
る

事
項

事
項

事
項

事
項

及 及及及
び びびび

② ②②②
事
業

事
業

事
業

事
業

に ににに
利
用

利
用

利
用

利
用

す
る

す
る

す
る

す
る

食
品

食
品

食
品

食
品

循
環
資
源

循
環
資
源

循
環
資
源

循
環
資
源

の ののの
収
集
又

収
集
又

収
集
又

収
集
又

は ははは
運
搬

運
搬

運
搬

運
搬

を ををを
行 行行行

う ううう
者
並

者
並

者
並

者
並

び
に
こ
れ
ら

を
び

に
こ
れ
ら

を
び

に
こ
れ
ら

を
び

に
こ
れ
ら

を
行 行行行

う
た
め
の

う
た
め
の

う
た
め
の

う
た
め
の

施
設

施
設

施
設

施
設

を ををを
計
画

計
画

計
画

計
画

に ににに
記
載

記
載

記
載

記
載

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。 。。。

○
主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

は ははは
、 、、、
従
来
の
要
件
に
加
え
、
上
記
２
点
に
つ
い
て

確
実

確
実

確
実

確
実

性
及

性
及

性
及

性
及

び びびび
基
準

基
準

基
準

基
準

へ
の

へ
の

へ
の

へ
の

適
合
性

適
合
性

適
合
性

適
合
性

を ををを
確
認

確
認

確
認

確
認

し ししし
認
定

認
定

認
定

認
定

を
行
う
。

○
食
品
関
連
事
業
者
に
お
い
て
利
用
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

特
定
農
畜
水
産
物
等
の
最
低
量
並
び
に
収
集
運
搬
業
者
及
び
収
集
運

搬
に
要
す
る
施
設
の
基
準
の
詳
細
は
、
省
令
と
し
て
策
定
。



7

再
生
利
用
事
業
計
画
の
見
直
し
②

新
制
度
の
解
説
①

（
第
1
9
～
2
1
条

関
連
）

認
定
計
画

認
定
計
画

認
定
計
画

認
定
計
画

に ににに
従 従従従
っ
て

っ
て

っ
て

っ
て

行 行行行
う ううう
食
品

循
環
資
源

食
品

循
環
資
源

食
品

循
環
資
源

食
品

循
環
資
源

の ののの
収
集
運

搬
収
集
運

搬
収
集
運

搬
収
集
運

搬
に ににに

つ
い
て
は

つ
い
て
は

つ
い
て
は

つ
い
て
は

、 、、、
廃
棄
物
処

理
法

廃
棄
物
処

理
法

廃
棄
物
処

理
法

廃
棄
物
処

理
法

に ににに
基 基基基

づ
く

づ
く

づ
く

づ
く

一
般

廃
棄
物
収

集
運

一
般

廃
棄
物
収

集
運

一
般

廃
棄
物
収

集
運

一
般

廃
棄
物
収

集
運

搬
業

搬
業

搬
業

搬
業

の ののの
許
可

許
可

許
可

許
可

は ははは
不
要

不
要

不
要

不
要

と
す
る

と
す
る

と
す
る

と
す
る

。 。。。
た

だ
し

た
だ
し

た
だ
し

た
だ
し

、 、、、
こ

の
こ

の
こ

の
こ

の
収
集
運

搬
収
集
運

搬
収
集
運

搬
収
集
運

搬
を ををを

行 行行行
う ううう
者 者者者
は ははは
、 、、、

不
法
行
為

不
法
行
為

不
法
行
為

不
法
行
為

に ににに
対 対対対
す
る

す
る

す
る

す
る

罰
則
適
用

罰
則
適
用

罰
則
適
用

罰
則
適
用

を ををを
含 含含含
め めめめ
、 、、、

廃
棄

廃
棄

廃
棄

廃
棄

物
処
理
法

物
処
理
法

物
処
理
法

物
処
理
法

に ににに
基 基基基
づ
く

づ
く

づ
く

づ
く

一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬

業
者

一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬

業
者

一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬

業
者

一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬

業
者

と
み

な
す

と
み

な
す

と
み

な
す

と
み

な
す

。 。。。

○
本
来
で
あ
れ
ば
、
市
町
村
が
責
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に

つ
い
て
、

国 国国国
が ががが
計
画
審
査

計
画
審
査

計
画
審
査

計
画
審
査

を ををを
行 行行行
う
こ
と
で

う
こ
と
で

う
こ
と
で

う
こ
と
で

適
正
性

適
正
性

適
正
性

適
正
性

を ををを
確
認

確
認

確
認

確
認

す
る
こ
と

す
る
こ
と

す
る
こ
と

す
る
こ
と

か
ら

か
ら

か
ら

か
ら

、 、、、
市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村

か
ら
の

か
ら
の

か
ら
の

か
ら
の

業
許
可
取
得

業
許
可
取
得

業
許
可
取
得

業
許
可
取
得

を ををを
不
要

不
要

不
要

不
要

と
す
る
考
え
。

○
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

①
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
う
義
務

②
帳
簿
の
記
載
及
び
保
存
の
義
務

③
市
町
村
長
に
よ
る
改
善
命
令

等
の
規
制
対
象
と
な
る
。
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省
令
に
お
い
て
、
以
下
を
定
め
る
。

① ①①①
特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等
の ののの
利
用

利
用
利
用

利
用
に
よ
り

に
よ
り

に
よ
り

に
よ
り
生
産

生
産
生
産

生
産
さ
れ
た

さ
れ
た

さ
れ
た

さ
れ
た
農
畜
水
産
物

農
畜
水
産
物

農
畜
水
産
物

農
畜
水
産
物

② ②②②
原
材
料

原
材
料

原
材
料

原
材
料
と
し
て

と
し
て

と
し
て

と
し
て
利
用

利
用
利
用

利
用
さ
れ
る

さ
れ
る

さ
れ
る

さ
れ
る
農
畜
水
産
物

農
畜
水
産
物

農
畜
水
産
物

農
畜
水
産
物
の
う
ち

の
う
ち

の
う
ち

の
う
ち
特
定
農
畜
水
産
物

特
定
農
畜
水
産
物

特
定
農
畜
水
産
物

特
定
農
畜
水
産
物
が ががが
重
量
割

重
量
割

重
量
割

重
量
割

合 合合合
で ででで
5
0
％ ％％％
以
上
含

以
上
含

以
上
含

以
上
含
ま
れ
る

ま
れ
る

ま
れ
る

ま
れ
る
食
品

食
品
食
品

食
品

特
定
農
畜
水
産
物
等

特
定
農
畜
水
産
物
等

特
定
農
畜
水
産
物
等

特
定
農
畜
水
産
物
等
の ののの
利
用
量

利
用
量

利
用
量

利
用
量
＝
（

＝
（
＝
（

＝
（
A
-B
） ）））
× ×××
｛
（
｛
（｛
（
｛
（
C
÷ ÷÷÷
D
） ）））
× ×××
（
Ｅ
（
Ｅ（
Ｅ
（
Ｅ
÷ ÷÷÷
F
）
｝
）
｝）
｝
）
｝
× ×××
0
.5

A
：
計
画
に
基
づ
き
、
農
林
漁
業
者
等
が
生
産
す
る
特
定
農
畜
水
産
物
の
量

B
：
A
の
う
ち
、
農
林
漁
業
者
等
が
既
に
計
画
外
で
販
売
を
確
保
し
て
い
る
量

C
：
特
定
肥
飼
料
の
製
造
に
利
用
さ
れ
る
食
品
循
環
資
源
の
量

D
：
特
定
肥
飼
料
の
製
造
に
利
用
さ
れ
る
原
材
料
の
総
量

E
：
特
定
農
畜
水
産
物
の
生
産
に
使
用
す
る
特
定
肥
飼
料
等
の
量

F
：
特
定
農
畜
水
産
物
の
生
産
に
使
用
す
る
肥
飼
料
等
の
総
量

再
生
利
用
事
業
計
画
の
見
直
し
③

新
制
度
の
解
説
①

（
第
1
9
条
～
2
1
条
関
連

）

特
定
農
畜
水
産
物

特
定
農
畜
水
産
物

特
定
農
畜
水
産
物

特
定
農
畜
水
産
物

の ののの
要
件

要
件

要
件

要
件

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

の ののの
利
用
量

利
用
量

利
用
量

利
用
量
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再
生
利
用
事
業
計
画
の
見
直
し
の
イ
メ
ー
ジ

改
正
前

食 食食食
品 品品品
関 関関関
連 連連連
事 事事事
業 業業業
者 者者者
の ののの
店 店店店
舗 舗舗舗

Ａ ＡＡＡ
市 市市市

B
市 市市市

C
市 市市市

D
市 市市市

E
市 市市市

廃
棄
物
処
理
法

廃
棄
物
処
理
法

廃
棄
物
処
理
法

廃
棄
物
処
理
法
の ののの
収
集
運
搬
業

収
集
運
搬
業

収
集
運
搬
業

収
集
運
搬
業
（ （（（
一
廃

一
廃
一
廃

一
廃
） ）））
の ののの
許
可

許
可
許
可

許
可

不
要
特
例

不
要
特
例

不
要
特
例

不
要
特
例

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル
業
者

業
者
業
者

業
者
E

特
定
肥

特
定
肥

特
定
肥

特
定
肥

飼
料
等

飼
料
等

飼
料
等

飼
料
等

F
市 市市市

農
業
者

農
業
者

農
業
者

農
業
者
F

廃
掃
業
者
Ａ

B
C

D

改
正

後

（ （（（
食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

） ）））

E
市 市市市

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル
業
者

業
者
業
者

業
者
E

廃
棄
物
処
理
法

廃
棄
物
処
理
法

廃
棄
物
処
理
法

廃
棄
物
処
理
法
の ののの
収
集
運
搬
業

収
集
運
搬
業

収
集
運
搬
業

収
集
運
搬
業
（ （（（
一
廃

一
廃
一
廃

一
廃
） ）））
の ののの
許
可
不
要
特
例

許
可
不
要
特
例

許
可
不
要
特
例

許
可
不
要
特
例

F
市 市市市

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

農
業
者

農
業
者

農
業
者

農
業
者
F

農 畜 水 産 物 等農 畜 水 産 物 等農 畜 水 産 物 等農 畜 水 産 物 等

D
市 市市市

食 食食食
品 品品品
関 関関関
連 連連連
事 事事事
業 業業業
者 者者者
の ののの
店 店店店
舗 舗舗舗

C
市 市市市

B
市 市市市

Ａ ＡＡＡ
市 市市市

廃
掃
業
者
Ａ

リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
プ

の
完
結



1
0

定
期
報
告
義
務
の
創
設
①

食
品
廃
棄

物
等
多
量

発
生
事
業

者
食
品
廃
棄

物
等
多
量

発
生
事
業

者
食
品
廃
棄

物
等
多
量

発
生
事
業

者
食
品
廃
棄

物
等
多
量

発
生
事
業

者
は ははは
、 、、、
毎

年
度

毎
年
度

毎
年
度

毎
年
度

、 、、、
省

令
省

令
省

令
省

令
の ののの

定 定定定
め
に

め
に

め
に

め
に

基 基基基
づ

き
づ

き
づ

き
づ

き
、 、、、
食
品

廃
棄
物
等

食
品

廃
棄
物
等

食
品

廃
棄
物
等

食
品

廃
棄
物
等

の ののの
発
生
量

及
発
生
量

及
発
生
量

及
発
生
量

及
び びびび
再
生

利
用

再
生

利
用

再
生

利
用

再
生

利
用

等 等等等
の ののの
状
況

状
況

状
況

状
況

を ををを
主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

に ににに
報
告

報
告

報
告

報
告

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。 。。。

新
制
度
の
解
説
②

（
第
９
条
関

連
）

○
「 「「「
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者

食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者

食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者

食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者

」 」」」
は
、
法
施
行
令
に
基
づ
き
、

前
年
度

前
年
度

前
年
度

前
年
度

の ののの
食
品
廃
棄
物
等
発
生
量

食
品
廃
棄
物
等
発
生
量

食
品
廃
棄
物
等
発
生
量

食
品
廃
棄
物
等
発
生
量

が ががが
1
0
0
ト

ン
ト

ン
ト

ン
ト

ン
以
上

以
上

以
上

以
上

と
す
る
。

ま
た
、
受
理
し
た
報
告
の
内
容
は
、

①
業
種
･
業
態
毎
に
整
理
･
分
析
し
、

各
事
業
者

各
事
業
者

各
事
業
者

各
事
業
者

の ののの
取
組
状
況

取
組
状
況

取
組
状
況

取
組
状
況

の ののの
評 評評評

価 価価価
に ににに
活
用

活
用

活
用

活
用

、
②

優
良
事
例

優
良
事
例

優
良
事
例

優
良
事
例

は ははは
積
極
的

積
極
的

積
極
的

積
極
的

に ににに
公
表

公
表

公
表

公
表

、
③

公
表
に
賛
同
い
た
だ
い
た
企
業
の
報
告
の
一
部
は
、
整
理
の
上
、

H
P
上

等
で
公
表
、

す
る
。



1
1

報
告
内
容
は
、
省
令
に
よ
り
、
お
お
む
ね
以
下
と
す
る
。

•
食
品
廃
棄
物
等

食
品
廃
棄
物
等

食
品
廃
棄
物
等

食
品
廃
棄
物
等
の ののの
発
生
量

発
生
量

発
生
量

発
生
量

•
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制

発
生
抑
制

発
生
抑
制

発
生
抑
制
の
実
施
量

•
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用

再
生
利
用

再
生
利
用

再
生
利
用
の
実
施
量

•
食
品
循
環
資
源
の
熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収
の
実
施
量

•
食
品
廃
棄
物
等
の
減
量

減
量
減
量

減
量
の
実
施
量

•
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
以
外

再
生
利
用
等
以
外

再
生
利
用
等
以
外

再
生
利
用
等
以
外
の
実
施
量

•
食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源
の ののの
再
生
利
用
等

再
生
利
用
等

再
生
利
用
等

再
生
利
用
等
の ののの
実
施
率

実
施
率

実
施
率

実
施
率

•
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
(判
断
基
準
省
令
記
載
事
項
）
の
遵
守
状

況
(チ
ェ
ッ
ク
形
式
）

•
特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等

特
定
肥
飼
料
等
の ののの
製
造
量

製
造
量

製
造
量

製
造
量
ま
た
は

ま
た
は

ま
た
は

ま
た
は
熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収
に
よ
り

に
よ
り

に
よ
り

に
よ
り
得 得得得
ら
れ
た

ら
れ
た

ら
れ
た

ら
れ
た
熱
量

熱
量
熱
量

熱
量

•
特
記
事
項
（
記
述
形
式
）

定
期
報
告
義
務
の
創
設
②

新
制
度
の
解
説
②

（
第
９
条
関

連
）

特
徴
的
な
再
生
利
用
等
の
取
組
、
計
画
ど
お
り
再
生
利
用
等
が
進

ま
な
か
っ
た
特
段
の
理
由

等



1
2

定
期
報
告
義
務
の
創
設
③

新
制
度
の
解
説
②

（
第
９
条
関

連
）

F
C
事

業
者

事
業
者

事
業
者

事
業
者

で
あ
っ
て

で
あ
っ
て

で
あ
っ
て

で
あ
っ
て

、 、、、
食
品
廃

棄
物
等

食
品
廃

棄
物
等

食
品
廃

棄
物
等

食
品
廃

棄
物
等

の ののの
処
理

処
理

処
理

処
理

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

、 、、、

約
款

約
款

約
款

約
款

に ににに
基 基基基
づ

き
づ

き
づ

き
づ

き
本
部

本
部

本
部

本
部

が ががが
加
盟
者

加
盟
者

加
盟
者

加
盟
者

を ををを
指
導

指
導

指
導

指
導

で
き

る
で
き

る
で
き

る
で
き

る
関
係

関
係

関
係

関
係

に
あ
る

に
あ
る

に
あ
る

に
あ
る

者 者者者
の ののの
場
合

場
合

場
合

場
合

は ははは
、 、、、
加
盟
者

加
盟
者

加
盟
者

加
盟
者

の ののの
分 分分分
も ももも
含 含含含

め めめめ
「 「「「
食
品

廃
棄
物
等

多
量

食
品

廃
棄
物
等

多
量

食
品

廃
棄
物
等

多
量

食
品

廃
棄
物
等

多
量

発
生
事
業
者

発
生
事
業
者

発
生
事
業
者

発
生
事
業
者

」 」」」
か かかか
ど
う

か
を

ど
う

か
を

ど
う

か
を

ど
う

か
を

判
断

判
断

判
断

判
断

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
○

本
条

本
項

が
適
用

さ
れ

た
場
合

、
本

部
本

部
本

部
本

部
は ははは
、 、、、

加
盟

者
加
盟

者
加
盟

者
加
盟

者
の ののの
食

品
廃

棄
食

品
廃

棄
食

品
廃

棄
食

品
廃

棄
物
等

物
等

物
等

物
等

の ののの
発
生

量
及

発
生

量
及

発
生

量
及

発
生

量
及

び びびび
再
生

利
用
等

再
生

利
用
等

再
生

利
用
等

再
生

利
用
等

の ののの
実

施
状
況

実
施
状
況

実
施
状
況

実
施
状
況

も ももも
含 含含含

め
て

め
て

め
て

め
て

、 、、、
定
期

報
定
期

報
定
期

報
定
期

報
告 告告告
を ををを
行 行行行

う ううう
こ

と
と
な

る
。

○
約
款

に
お

い
て
、

食
品

廃
棄
物

等
の

処
理
に

関
し

、
①
本
部

が
加

盟
者
を

指
導

で
き
る

定
め

、
②
本
部

が
加

盟
者
と

連
携

し
て
取

り
組

む
旨
の

定
め

、
③
①
又

は
②

の
定
め

が
記

載
さ
れ

た
契

約
書
を

遵
守

す
る
定

め
、

④
①
又

は
②

の
定
め

が
記

載
さ
れ

た
環

境
方
針

等
を

遵
守
す

る
定

め
、

⑤
再
生

利
用

等
を
推

進
す

る
旨
が

記
載

さ
れ
た

本
部

が
定
め

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
遵

守
す
る

定
め

、
が
あ
る

場
合

は
、
本

条
本

項
を
適

用
す

る
旨
を

省
令

で
策
定

。



1
3

新
た
な
実
施
率
目
標
の
策
定
①

新
制
度
の
解
説
③

○ ○○○
食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

の ののの
次
期
取
組
目
標

次
期
取
組
目
標

次
期
取
組
目
標

次
期
取
組
目
標

は ははは
、 、、、

① ①①①
判
断
基
準
省
令

判
断
基
準
省
令

判
断
基
準
省
令

判
断
基
準
省
令

に
お
い
て

に
お
い
て

に
お
い
て

に
お
い
て

、 、、、
各
事
業
者

各
事
業
者

各
事
業
者

各
事
業
者

ご
と
に

ご
と
に

ご
と
に

ご
と
に

、 、、、
現
状

現
状

現
状

現
状

の ののの
再
生
利
用
等
実
施
率

再
生
利
用
等
実
施
率

再
生
利
用
等
実
施
率

再
生
利
用
等
実
施
率

＋ ＋＋＋
毎
年
度

毎
年
度

毎
年
度

毎
年
度

１ １１１
～ ～～～
２ ２２２
ポ ポポポ

イ
ン
ト

イ
ン
ト

イ
ン
ト

イ
ン
ト

の ののの
増
加

増
加

増
加

増
加

を ををを
目
指

目
指

目
指

目
指

す すすす
目
標
値

目
標
値

目
標
値

目
標
値

を ををを
設
定

設
定

設
定

設
定

す
る
と
と
も
に

す
る
と
と
も
に

す
る
と
と
も
に

す
る
と
と
も
に

、 、、、
② ②②②

基
本
方
針

基
本
方
針

基
本
方
針

基
本
方
針

に
お
い
て

に
お
い
て

に
お
い
て

に
お
い
て

、 、、、
全 全全全
て
の

て
の

て
の

て
の

事
業
者

事
業
者

事
業
者

事
業
者

が ががが
目
標

目
標

目
標

目
標

達
成

達
成

達
成

達
成

し
た

し
た

し
た

し
た

場
合

場
合

場
合

場
合

に ににに
達
成

達
成

達
成

達
成

さ
れ
る
と

さ
れ
る
と

さ
れ
る
と

さ
れ
る
と

見
込

見
込

見
込

見
込

ま
れ
る

ま
れ
る

ま
れ
る

ま
れ
る

我 我我我
が ががが
国
全
体

国
全
体

国
全
体

国
全
体

の ののの
再
生
利
用
等
実
施
率

再
生
利
用
等
実
施
率

再
生
利
用
等
実
施
率

再
生
利
用
等
実
施
率

の ののの
水
準

水
準

水
準

水
準

を ををを
、 、、、
中 中中中

期
的

期
的

期
的

期
的

な ななな
目
標

目
標

目
標

目
標

と
し
て

と
し
て

と
し
て

と
し
て

業
種
別

業
種
別

業
種
別

業
種
別

に ににに
設
定

設
定

設
定

設
定
す
る

。 。。。



1
4

毎
年
度

毎
年
度

毎
年
度

毎
年
度
の ののの
基
準
実
施
率

基
準
実
施
率

基
準
実
施
率

基
準
実
施
率

＝ ＝＝＝
前
年
度

前
年
度

前
年
度

前
年
度
の ののの
基
準
実
施
率

基
準
実
施
率

基
準
実
施
率

基
準
実
施
率
＋ ＋＋＋
前
年
度
基
準
実
施
率

前
年
度
基
準
実
施
率

前
年
度
基
準
実
施
率

前
年
度
基
準
実
施
率
に ににに
応 応応応
じ
た
じ
た
じ
た
じ
た
増
加

増
加
増
加

増
加
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

新
た
な
実
施
率
目
標
の
概
要
②

個 個個個
々々々々
の ののの
食
品

関
連
事
業

者
食
品

関
連
事
業

者
食
品

関
連
事
業

者
食
品

関
連
事
業

者
の ののの
再
生

利
用
等
実

施
率
目
標

再
生

利
用
等
実

施
率
目
標

再
生

利
用
等
実

施
率
目
標

再
生

利
用
等
実

施
率
目
標

増
加
ポ
イ
ン
ト

2
0
％
以
上
5
0
％
未
満
の
事
業
者

2
%

5
0
％
以
上
8
0
％
未
満
の
事
業
者

1
%

8
0
％
以
上
の
事
業
者

維
持
向
上

前
年
度
の
基
準
実
施
率
区
分

我 我我我
が ががが
国
全
体

国
全
体

国
全
体

国
全
体

で ででで
達
成

達
成

達
成

達
成

を ををを
目
指

目
指

目
指

目
指

す すすす
再

生
利
用
等

実
施
率
目

標
再

生
利
用
等

実
施
率
目

標
再

生
利
用
等

実
施
率
目

標
再

生
利
用
等

実
施
率
目

標

※
平
成
1
9
年
度
再
生
利
用
等
実
施

率
が
2
0
％
未
満
の
場
合
は
、
2
0
％

と
し
て
基
準
実
施
率
を
計
算
す
る
。

平
成

平
成

平
成

平
成

２
４

２
４

２
４

２
４

年
度

年
度

年
度

年
度

ま
で
に

ま
で
に

ま
で
に

ま
で
に

、 、、、
業
種
別

業
種
別

業
種
別

業
種
別

に ににに
下
記
実
施
率
目
標

下
記
実
施
率
目
標

下
記
実
施
率
目
標

下
記
実
施
率
目
標

を ををを
達
成

達
成

達
成

達
成

す
る
こ

す
る
こ

す
る
こ

す
る
こ

と
を

と
を

と
を

と
を

目
標

目
標

目
標

目
標

と
す
る

と
す
る

と
す
る

と
す
る

。 。。。
○ ○○○

食
品
製
造
業

食
品
製
造
業

食
品
製
造
業

食
品
製
造
業

8
5

8
58
5

8
5
％
（

％
（

％
（

％
（

8
1

8
18
1

8
1
％
）

％
）

％
）

％
）

○ ○○○
食
品
小
売
業

食
品
小
売
業

食
品
小
売
業

食
品
小
売
業

4
5

4
54
5

4
5
％
（

％
（

％
（

％
（

3
1

3
13
1

3
1
％
）

％
）

％
）

％
）

○ ○○○
食
品
卸
売
業

食
品
卸
売
業

食
品
卸
売
業

食
品
卸
売
業

7
0

7
07
0

7
0
％
（

％
（

％
（

％
（

6
1

6
16
1

6
1
％
）

％
）

％
）

％
）

○ ○○○
外
食
産
業

外
食
産
業

外
食
産
業

外
食
産
業

4
0

4
04
0

4
0
％
（

％
（

％
（

％
（

2
1

2
12
1

2
1
％
）

％
）

％
）

％
）

※ ※※※
（ （（（

） ）））
内 内内内
は ははは
Ｈ ＨＨＨ
１
７

１
７

１
７

１
７

年
度
実
績

年
度
実
績

年
度
実
績

年
度
実
績

。 。。。

新
制
度
の
解
説
③



1
5

食
品
関
連
事

業
者

食
品
関
連
事

業
者

食
品
関
連
事

業
者

食
品
関
連
事

業
者

の ののの
発

生
抑
制
目

標
発

生
抑
制
目

標
発

生
抑
制
目

標
発

生
抑
制
目

標

個 個個個
々々々々
の ののの
食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

食
品
関
連
事
業
者

に
お
い
て
は

に
お
い
て
は

に
お
い
て
は

に
お
い
て
は

、 、、、
食
品
廃
棄
物
等

食
品
廃
棄
物
等

食
品
廃
棄
物
等

食
品
廃
棄
物
等

の ののの
発
生
原

発
生
原

発
生
原

発
生
原

単
位

単
位

単
位

単
位

が ががが
、 、、、
主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

が ががが
定 定定定
め
る

め
る

め
る

め
る

業
種

業
種

業
種

業
種

・ ・・・
業
態

業
態

業
態

業
態

ご
と
の

ご
と
の

ご
と
の

ご
と
の

基
準
発
生
原
単
位

基
準
発
生
原
単
位

基
準
発
生
原
単
位

基
準
発
生
原
単
位

を ををを
下
回

下
回

下
回

下
回

る るるる
こ
と

こ
と

こ
と

こ
と

。 。。。

○
分
母
は
、
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
数
値

で
あ
り
、
業
種
ご
と
に
異
な
る
と
想
定
し
て
い
る
。

○
発
生
抑
制
目
標
（
業
種
ご
と
の
原
単
位
）
は
、
定
期
報
告
の
結
果
等

各
食
品
関
連
事
業
者
に
お
け
る
実
際
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
算
出
し
、

追
っ
て
提
示
。

売
上
高

売
上
高

売
上
高

売
上
高
・ ・・・
製
造
数
量
等

製
造
数
量
等

製
造
数
量
等

製
造
数
量
等

発
生
量

発
生
量

発
生
量

発
生
量

発
生
原
単
位

発
生
原
単
位

発
生
原
単
位

発
生
原
単
位

＝ ＝＝＝

新
た
な
実
施
率
目
標
の
概
要
③

新
制
度
の
解
説
③



1
6

再
生
利
用
の
対
象
品
目
の
追
加

新
制
度
の
解
説
④

法
施
行
令

第
法
施
行
令

第
法
施
行
令

第
法
施
行
令

第
２ ２２２
条 条条条
（ （（（

再
生
利
用

再
生
利
用

再
生
利
用

再
生
利
用

に ににに
係 係係係
る るるる
製

品
製

品
製

品
製

品
） ）））
に ににに
以

下
以

下
以

下
以

下
を ををを

追
加

追
加

追
加

追
加

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
①
炭
化
の
過
程
を
経
て
製
造
さ
れ
る
燃
料
及
び
還
元
剤

・ ・・・
石
炭
代

替
燃
料

石
炭
代

替
燃
料

石
炭
代

替
燃
料

石
炭
代

替
燃
料

と
し
て

と
し
て

と
し
て

と
し
て

注
目

注
目

注
目

注
目

。 。。。
世
界
的

世
界
的

世
界
的

世
界
的

に ににに
石
炭

石
炭

石
炭

石
炭

の ののの
需
給

需
給

需
給

需
給

が ががが
逼
迫

逼
迫

逼
迫

逼
迫

し ししし
輸

入
価
格

輸
入
価
格

輸
入
価
格

輸
入
価
格

も ももも
上
昇
傾
向

上
昇
傾
向

上
昇
傾
向

上
昇
傾
向

に
あ
り

に
あ
り

に
あ
り

に
あ
り

需
要

需
要

需
要

需
要

が ががが
見
込

見
込

見
込

見
込

ま
れ
る

ま
れ
る

ま
れ
る

ま
れ
る

。 。。。
・ ・・・
製
造
工

程
製
造
工

程
製
造
工

程
製
造
工

程
で ででで
悪
臭

発
生

悪
臭

発
生

悪
臭

発
生

悪
臭

発
生

は
な

く
は
な

く
は
な

く
は
な

く
、 、、、
発
生

発
生

発
生

発
生

す
る

す
る

す
る

す
る

ガ
ス

ガ
ス

ガ
ス

ガ
ス

の ののの
処
理

処
理

処
理

処
理

技
術

技
術

技
術

技
術

も ももも
確

立
確

立
確

立
確

立
さ
れ

さ
れ

さ
れ

さ
れ

、 、、、
生
活
環
境

悪
化

生
活
環
境

悪
化

生
活
環
境

悪
化

生
活
環
境

悪
化

の ののの
懸

念
懸

念
懸

念
懸

念
は ははは
少 少少少
な

い
な

い
な

い
な

い
。 。。。

② ②②②
エ
タ
ノ
ー
ル

エ
タ
ノ
ー
ル

エ
タ
ノ
ー
ル

エ
タ
ノ
ー
ル

・ ・・・
石
油
代

替
燃
料

石
油
代

替
燃
料

石
油
代

替
燃
料

石
油
代

替
燃
料

と
し
て

と
し
て

と
し
て

と
し
て

世
界

的
世
界

的
世
界

的
世
界

的
に ににに
利
用

利
用

利
用

利
用

が ががが
進
展

進
展

進
展

進
展

。 。。。
・ ・・・
悪
臭
発

生
悪
臭
発

生
悪
臭
発

生
悪
臭
発

生
、 、、、
残 残残残
さ さささ

処
理
等

処
理
等

処
理
等

処
理
等

は ははは
既
存
技
術

既
存
技
術

既
存
技
術

既
存
技
術

で ででで
対
応
可

能
対
応
可

能
対
応
可

能
対
応
可

能
。 。。。
利 利利利

用 用用用
に ににに
伴 伴伴伴
う ううう

有
毒

有
毒

有
毒

有
毒

ガ
ス

ガ
ス

ガ
ス

ガ
ス

発
生

発
生

発
生

発
生

も
な

く
も
な

く
も
な

く
も
な

く
生
活
環

境
悪
化

生
活
環

境
悪
化

生
活
環

境
悪
化

生
活
環

境
悪
化

の ののの
懸
念

懸
念

懸
念

懸
念

は ははは
少 少少少
な
い

な
い

な
い

な
い

。 。。。
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再
生
利
用
と
し
て
飼
料
化
を
最
優
先

以
下
よ
り
、
再
生
利
用
手
法
の
う
ち
、
「
飼
料
化
」
を
最
優

先
に
位
置
付
け
る
。

【
判
断
基
準
省
令
】

飼
料
の
原
材
料
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の

は
可
能
な
限
り
飼
料
化
を
行
う
旨
を
明
記
。

【
基
本
方
針
】

再
生
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
飼
料
化
を
優
先
的

に
選
択
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
旨
を
明
記
。

新
制
度
の
解
説
⑤

飼
料
化
は
、

① ①①①
食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

食
品
循
環
資
源

の ののの
持 持持持
つ つつつ
成
分

成
分

成
分

成
分

や ややや
カ
ロ
リ
ー

カ
ロ
リ
ー

カ
ロ
リ
ー

カ
ロ
リ
ー

を ををを
最 最最最
も ももも
有
効

有
効

有
効

有
効

に ににに
活
用

活
用

活
用

活
用

で
き
る

で
き
る

で
き
る

で
き
る

手
段

手
段

手
段

手
段

、 、、、
② ②②②

近
年

近
年

近
年

近
年

、 、、、
経
済
的
価
値

経
済
的
価
値

経
済
的
価
値

経
済
的
価
値

が ががが
上
昇

上
昇

上
昇

上
昇

、 、、、
③ ③③③

食
料
自
給
率

食
料
自
給
率

食
料
自
給
率

食
料
自
給
率

の ののの
向
上

向
上

向
上

向
上

に ににに
寄
与

寄
与

寄
与

寄
与

等
か
ら
、

優
先
的

優
先
的

優
先
的

優
先
的

に ににに
扱 扱扱扱
う
こ
と
が

う
こ
と
が

う
こ
と
が

う
こ
と
が

妥
当

妥
当

妥
当

妥
当

と ととと
判
断

判
断

判
断

判
断

。
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熱
回
収
の
追
加

新
制
度
の
解
説
⑥

熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収

熱
回
収

と
は

と
は

と
は

と
は

、 、、、
① ①①①
自 自自自

ら ららら
又 又又又
は ははは
② ②②②

他
人

他
人

他
人

他
人

に ににに
委

託
委

託
委

託
委

託
、 、、、
な
い

し
な
い

し
な
い

し
な
い

し
③ ③③③

譲
渡

譲
渡

譲
渡

譲
渡

に
よ
り

に
よ
り

に
よ
り

に
よ
り

、 、、、
食
品
循

環
資
源

食
品
循

環
資
源

食
品
循

環
資
源

食
品
循

環
資
源

を ををを
熱 熱熱熱
を ををを
得 得得得
る

こ
と
に

る
こ
と
に

る
こ
と
に

る
こ
と
に

利
用

利
用

利
用

利
用

す すすす
る

こ
と

る
こ
と

る
こ
と

る
こ
と

（ （（（
省

令
省

令
省

令
省

令
の ののの
基
準

基
準

基
準

基
準

に ににに
適
合

適
合

適
合

適
合

す
る
も
の
に

す
る
も
の
に

す
る
も
の
に

す
る
も
の
に

限 限限限
る るるる
。
）

。
）

。
）

。
）

○
「
再
生
利
用
」
と
同
様
、

自 自自自
ら ららら
実
施

実
施

実
施

実
施

し
な
い

し
な
い

し
な
い

し
な
い

場
合

場
合

場
合

場
合

も ももも
対
象

対
象

対
象

対
象

。 。。。
○

「 「「「
省
令

省
令

省
令

省
令

の ののの
基
準

基
準

基
準

基
準

」 」」」
と
し
て
は
、

①
当
該
食
品
循
環
資
源
の

再
生
利
用

再
生
利
用

再
生
利
用

再
生
利
用

が ががが
可
能

可
能

可
能

可
能

な ななな
施
設

施
設

施
設

施
設

が ががが
近
隣

近
隣

近
隣

近
隣

（ （（（
半 半半半

径 径径径
7
5
k
m
圏
内

圏
内

圏
内

圏
内

） ）））
に ににに
存
在

存
在

存
在

存
在

し
な
い

し
な
い

し
な
い

し
な
い
こ
と

②
メ
タ
ン
化
と
同
等
以
上
に

高 高高高
い いいい
効
率

効
率

効
率

効
率

で ででで
発
電
等

発
電
等

発
電
等

発
電
等

の ののの
エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー

が ががが
回
収

回
収

回
収

回
収

、 、、、
利
用

利
用

利
用

利
用

で
き
る
こ
と

で
き
る
こ
と

で
き
る
こ
と

で
き
る
こ
と

を
規
定
す
る
。

（
第
２
条
関

連
）

得
ら
れ

る
熱

又
は
電

気
の

量
が
、

１ １１１
ト

ン
ト

ン
ト

ン
ト

ン
当 当当当
た

り
た

り
た

り
た

り
１

６
０

１
６
０

１
６
０

１
６
０
M
J
以

上
以

上
以

上
以

上
（
廃

食
用
油
等

の
場

合
は

２
８

２
８

２
８

２
８

， ，，，
０
０
０

０
０
０

０
０
０

０
０
０
M
J
以

上
）
。

7
5
k
m
圏

内
に

存
在
す

る
場

合
も
、

施
設

側
の
容

量
の

問
題
や

食
品

循
環

資
源
の
種

類
や

性
状
の

点
か

ら
受
入

不
可

の
場
合

は
熱

回
収
が

可
と

な
る
。
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中
央
環
境
審
議
会
の
追
加

新
制
度
の
解
説
⑦

主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

主
務
大
臣

は ははは
、 、、、
① ①①①
基

本
方
針

基
本
方
針

基
本
方
針

基
本
方
針

の ののの
策
定

策
定

策
定

策
定

･ ･･･
改

定
改

定
改

定
改

定
、 、、、
② ②②②
判

断
基
準

判
断
基
準

判
断
基
準

判
断
基
準

省
令

省
令

省
令

省
令

の ののの
策
定

策
定

策
定

策
定

･ ･･･
改

定
及

改
定
及

改
定
及

改
定
及

び びびび
③ ③③③
食
品

廃
棄
物
等

多
量
発
生

事
業
者

食
品

廃
棄
物
等

多
量
発
生

事
業
者

食
品

廃
棄
物
等

多
量
発
生

事
業
者

食
品

廃
棄
物
等

多
量
発
生

事
業
者

に ににに
改
善
命
令

改
善
命
令

改
善
命
令

改
善
命
令

を ををを
行 行行行
う ううう
場

合
場

合
場

合
場

合
は ははは
予 予予予
め めめめ

、 、、、
食
料

食
料

食
料

食
料

･ ･･･
農
業

農
業

農
業

農
業

･ ･･･
農
村

政
策

農
村

政
策

農
村

政
策

農
村

政
策

審
議
会

審
議
会

審
議
会

審
議
会

及 及及及
び びびび

中
央
環
境

審
議
会

中
央
環
境

審
議
会

中
央
環
境

審
議
会

中
央
環
境

審
議
会

の ののの
意
見

意
見

意
見

意
見

を ををを
聴 聴聴聴

か
な
け
れ

ば
な

か
な
け
れ

ば
な

か
な
け
れ

ば
な

か
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

ら
な
い

ら
な
い

ら
な
い

。 。。。

（
第
３
、
第

７
、
第
1
0
条

関
連
）

①
今

後
、

食
品
リ

サ
イ

ク
ル
の

推
進

に
当
た

っ
て

は
、
廃

棄
物

行
政
と

の
連

携
を
確

保
す

る
必
要

が
あ

る
こ
と

、
②

「
熱
回

収
」
が

「
再

生
利
用

等
」

の
一
環

と
し

て
追
加

さ
れ

た
こ
と

を
踏

ま
え
、

関
連

す
る
技

術
的

知
見
に

基
づ

き
制
度

運
用

を
進
め

る
必

要
が
あ

る
こ

と
等
か
ら

、
意

見
を
聴

く
審

議
会
と

し
て

追
加
し

た
も

の
（
今
後

は
、

両
審
議

会
の

合
同
会

合
が

原
則
。

）

詳
し
く
は
、
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
a
ff
.g
o
.j
p
/s
o
g
o
_
s
h
o
k
u
ry
o
/k
a
n
k
y
o
u
.h
tm

』
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。


